
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
八
号

産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
の
た
め
の
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）こ

の
条
例
は
、
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化

第
一
条

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定

す
る
同
意
集
積
区
域
（
以
下
「
同
意
集
積
区
域
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
特

定
事
業
の
た
め
の
施
設
の
う
ち
企
業
立
地
の
促
進
等
に
よ
る
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び

活
性
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第

九
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
対
象
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と

い
う
。
）
を
設
置
し
た
事
業
者
（
法
第
五
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
指
定
集
積
業
種
で
あ
っ
て

省
令
第
四
条
各
号
に
定
め
る
も
の
に
属
す
る
事
業
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、

県
税
の
課
税
免
除
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
産
業
集
積
の
形
成
及
び
活
性
化
を
図
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
）

知
事
は
、
同
意
集
積
区
域
内
に
お
い
て
当
該
同
意
集
積
区
域
に
係
る
法
第
五
条
第
五
項
の
規

第
二
条

定
に
よ
る
産
業
集
積
の
形
成
又
は
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
（
当
該
同

意
が
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
日
（
以
下
「
同
意
日
」

と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
、
法
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
企
業
立
地
計
画

（
以
下
「
承
認
企
業
立
地
計
画
」
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
対
象
施
設
を
設
置
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
、

当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の
と
し
、
事

務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
同
意
日
以
後
の
取
得
に
限

り
、
か
つ
、
土
地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該

土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。

）
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
免
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
）

知
事
は
、
同
意
集
積
区
域
内
に
お
い
て
同
意
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
以
内
に
、
承
認
企
業
立

第
三
条

地
計
画
に
従
っ
て
対
象
施
設
を
設
置
し
た
事
業
者
に
つ
い
て
、
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
構
築



物
（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
り
、
か
つ
、
同
意
日
以
後
に
取
得
し
た
も
の
に
限
る
。

）
に
対
し
て
県
が
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除
は
、
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
構
築
物
に
対

し
て
県
が
新
た
に
固
定
資
産
税
を
課
す
る
こ
と
と
な
っ
た
年
度
か
ら
三
年
度
分
に
限
り
行
う
も
の
と

す
る
。

（
課
税
免
除
の
申
請
）

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
不
動
産
取
得
税
又
は
固

第
四
条

定
資
産
税
に
係
る
申
告
期
限
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表

者
の
氏
名
）

二

不
動
産
取
得
税
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
所
在
、
家
屋
番

号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
又
は
そ
の
敷
地
と
な
る
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積

三

固
定
資
産
税
に
係
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
構
築
物
の
所
在
、
種
類
及

び
数
量

四

当
該
家
屋
若
し
く
は
土
地
又
は
構
築
物
の
取
得
年
月
日

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
そ
の
他
）

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
五
条

附

則

（
施
行
期
日
等
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
四
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
不
動
産
取
得
税

の
申
告
期
限
が
到
来
し
た
者
に
係
る
課
税
免
除
の
申
請
期
限
は
、
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。


		2009-07-03T08:27:36+0900
	naraken.




